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宇都宮市上下水道局競争入札参加者心得 
 

1．趣旨 

この心得は，宇都宮市上下水道局（以下「局」という。）が発注する物品の購入，製造

の請負（印刷物の製作）契約の締結について，競争入札（以下「入札」という。）に参加

する者が守らなければならない事項について定めたものです。入札にあたっては，この心

得を十分ご理解のうえ参加してください。 

 

2．関係法令等の遵守 

入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は，地方自治法，同法施行令，宇都

宮市上下水道局契約事務取扱規程，宇都宮市上下水道局契約事務取扱要綱その他関係法令

並びにこの心得を遵守してください。 

 

3．公正な入札の確保  

入札参加者は，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（独占禁止法）等に

抵触する行為を行ってはなりません。  

 

4．入札参加について 

(1) 入札参加者は，公告又は指名通知の内容を確認し，仕様書の内容（見本等含む）を熟

知のうえ入札に参加してください。この場合，仕様書の内容に疑義があるときは，文書

により質問をすることができます。 

(2) 一般競争入札で発注されるものは，公告を局のホームページ等に掲載します。仕様書

や見本等は企業総務課での閲覧にて，また，局のホームページ等に掲載する仕様書等に

ついてはダウンロード等により，事前に内容を確認してください。 

 (3) 一般競争入札に参加する場合は，参加要件をご確認のうえ，公告で定められた日時ま

でに入札書を送付してください。 

(4) 指名競争入札における指名の連絡は，電話，ファクシミリ又は電子メールで行います。

連絡があった場合，速やかに指定された場所で指名通知書及び仕様書等を受領してくだ

さい。なお，入札参加者は，指名通知書に記載された時刻までに，指定された場所に参

集してください。 

(5) 入札参加者及び指名業者名は，落札者決定後公表します。 
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5．入札保証金 

 入札に参加する者は，入札執行前に，見積もった契約金額（消費税及び地方消費税相当

額を含んだ額）の１００分の５以上の額の入札保証金を納付し，又はこれに代える担保を

提供しなければなりません。ただし，入札保証金の納付を免除された場合（公告又は指名

通知書に記載）は，この限りではありません。 

 

6．入札の執行 

(1)  入札回数 

   入札回数は，公告又は指名通知書で指定がある場合を除き，初度入札を含め２回まで

とします。最終入札の結果，最低入札価格と予定価格との間に相当の差があるときは入

札を不調とします。ただし，最低入札価格が予定価格を上回っていても，その差が少額

であるときは，随意契約に移行します。この随意契約の見積回数は最大３回までとしま

す。 

(2)  入札書等の提出    

 ア．電子入札による場合 

   入札参加者は，指定の日時までに電子認証局が発行するＩＣカードを使用して電子

入札システムにより入札書を送付してください。やむを得ない事情により，システム

を利用した入札が出来ない場合，「紙入札方式承諾願兼誓約書」を公告等で記載した

期限内に提出し，承諾された場合のみ，紙により入札を提出してください。 

また，提出方法については，「郵便入札による場合」と同様とします。 

 イ．郵便入札による場合 

   入札参加者は，指定の日時までに局から交付された専用の封筒に入札書（局の指定

様式）を同封し，一般書留または簡易書留により日本郵便株式会社 宇都宮中央郵便

局留で送付してください。指定した日時までに到着していない場合には失格となりま

す。 

ウ．来庁入札による場合 

入札参加者は，指定の日時に指定の場所において入札書（局の指定様式）を提出し

てください。なお，指定した時刻までに入札会場に入場しない者は，失格となり，そ

の入札には参加できません。 

入札書は，２つ折りにして入札執行職員に提出してください。封筒等は不要です。 

入札参加者が１者のみである場合には，その入札は成立しません。（ただし，一般
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競争入札は除く）。 

（3）入札価格について 

入札参加者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず，見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額（課税事業者に

あっては，税抜き金額）を入札価格として入力又は記載してください。 

郵便入札又は来庁入札において入札書に記載する金額は，アラビア数字（０，１，２，

３，・・９）を用いて正確に記入し，金額の頭書には，￥の記号を付けてください。入

札書は，鉛筆その他消えやすい用具を使わず楷書で丁寧に記入してください。また，入

札金額を誤って記入したときは，新しい入札書を使用してください。 

 

7．来庁入札の代理 

代理人が入札する場合は，代表者又は年間受任者からの委任状を同時に提出してくださ

い。この場合，入札書には，入札参加者の所在地，商号又は名称のほか，代理人が記名押

印しなければなりません。 

入札参加者は他の入札参加者の代理をすることはできません。 

代理人は，同一の入札において２人以上の代理をすることはできません。 

 

8．入札書の引換え等の禁止 

一度送付又は提出した，入札書や委任状等の書換え，引換え又は撤回をすることはでき

ません。 

一般競争入札における，落札候補者が資格確認のために提出する書類も同様です。 

 

9．入札の不成立 

入札参加者が１者のみである場合には，その入札は成立しません。(但し，一般競争

入札を除く) 

 

10．無効とする入札 

 次の各号のいずれかに該当する場合は，当該入札を無効とします。 

(1) 全ての入札に適用 

ア. 入札に参加する資格のない者がした入札 

イ. 入札に際して虚偽又は不正の行為があった入札 
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ウ. 明らかに談合によると認められる入札又は談合の疑いが払拭できない入札 

エ. その他指定した入札条件と合致しない入札 

(2) 電子入札に適用 

ア. 特定の電子認証を受けていない入札書による入札 

イ. ＩＣカードを不正に使用した入札 

ウ．開札日時において，有効期間を過ぎるＩＣカードを使用して行った入札 

(3) 郵便入札に適用（電子入札における紙入札を含む） 

ア. 専用の封筒を使用しない入札 

イ. 一般書留または簡易書留以外で郵送された入札 

ウ. 一つの封筒に２枚以上の入札書をいれた入札 

エ. １件の入札に２通以上の封筒が郵送された入札 

オ. 指定封筒の入札の件名又は差出人名が判別できない，又は不明確な入札 

(4) 来庁入札に適用 

ア. 代理人が委任状を持参しないでした入札 

イ. 代理人が入札する場合，代理人の記名押印のない入札書による入札 

ウ. 同一の入札において他人の代理人を兼ね，又は２人以上の代理をした者の入札 

(5) 郵便及び来庁入札に適用（電子入札における紙入札を含む） 

ア. 指定の入札書を使用しない入札 

イ. 入札者の所在地，商号又は名称及び代表者氏名並びに代表者印（年間委任をして

いる場合は年間委任者のもの）のない入札書による入札 

ウ. 浸透印（朱肉が不要な印）による入札 

エ. 入札書の金額を訂正した入札 

オ. 入札書の記載事項が不明瞭で判読できない入札 

 

11．入札の中止等   

(1) 入札参加者が談合し，又は不正不穏の行動をなすなど，入札を公正に執行することが

できないと認められるときは，入札の執行を中止，延期又は取り止めることがあります。 

(2) 上下水道事業管理者が必要と認めるときは入札の執行を中止，延期または取り消すこ

とがあります。上記の場合において，入札とは公告又は指名通知から落札の決定（契約

締結前）までを言います。 

(3) 天災その他やむを得ない理由が生じたときは，入札の執行を中止することがあります。 
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(4) 前項において，当該入札のために要した費用を局に請求することはできません。 

 

12．入札の辞退 

(1) 開札の開始以前は，いつでも入札を辞退することができます。この場合，開札執行前

にあっては，電子入札の場合は電子入札システムで入札辞退届を送付し，郵便入札及

び来庁入札の場合は書面で入札辞退届を企業総務課に提出してください。なお，緊急

により，あらかじめ入札辞退届を提出できない場合には，辞退する旨を連絡すること

でこれに代えることができますが，速やかに，入札辞退届を書面により提出してくだ

さい。来庁入札の入札執行中にあっては，入札辞退届又はその旨を明記した入札書を

提出することで辞退することもできます。 

 (2) 入札を辞退した者は，これを理由として以後の指名入札参加等について不利益な取

扱いを受けるものではありません。 

 

13．開札 

(1) 電子入札の場合  

開札は，立会人を置くことなく，公告で指定した，開札日時・場所において行うも

のとします。 

(2) 郵便入札の場合 

ア．開札は，公告で指定した開札日時・場所において，立会人の立会いのもとで行いま

す。 

イ．立会人は，入札参加者から抽選により１人を選定します。 

ウ．選定された立会人には，立会人選定通知書を指定した期日に通知（電話及びファク

シミリ）します。 

エ．ただし，上記立会人は，開札日を同じくする郵便による入札が複数あり，かつ，入

札参加者の負担軽減及び入札会場や駐車場の混雑緩和の必要があると認められた場

合には当該入札を含む連続する約１０件の立会人を兼務するものとし，その場合，兼

務となった入札の参加者からは立会人は選定しないものとします。 

オ．代表者（年間委任を受けている者を含む）以外の方が立会人になる場合は委任状  

を提出してください。 

(3) 来庁入札の場合 

ア. 開札は，入札場所において入札終了後直ちに入札者の立会いのもとで行います。 
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イ. 開札にあたっては，原則として最低の価格をもって申込みをした者とその価格の

みを発表しますので，内容に疑義のある方は即刻申し出てください。 

ウ. 入札が無効になった者は，その後の再度入札には参加できません。 

エ. 代理人が入札をする場合は委任状が必要です。 

 

14 ．再度入札 

(1) 開札をした結果，下記に該当した場合は，再度の入札に付するものとします。その

場合の入札書提出期限等は再度の入札参加対象者あてに連絡します。ただし，来庁入札

の場合は続けて，再度の入札を行います。 

ア．落札候補者（落札者）がおらず，予定価格を超えて入札した者がいる場合 

イ．事後審査の結果，全ての落札候補者が失格となったが，予定価格を超えて入札した 

 者がいる場合 

(2) 再度の入札の回数は，１回とします。再度入札に参加することができる者は，その１

回目の入札に参加した者とします。ただし，１回目の入札が「１０．無効とする入札」

により無効とされた者は参加することはできません。 

(3) 再度の入札の結果，予定価格の制限の範囲内での価格の入札がないときは，不調とし

ます。ただし，最低入札価格又は最高入札価格と予定価格との差が少額であるときは，

その価格をもって入札した者と随意契約に移行します。 

  

15．落札者の決定 

(1) 指名競争入札の場合 

  入札を行った者のうち，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を

落札者とします。 

 (2) 一般競争入札の場合 

   入札を行った者のうち，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を

開札後の資格審査の後，落札者とします。 

審査の結果，資格を満たしていない場合には，次順位者から順次審査を行い，落札者

が決定するまで繰り返し行うものとします。 

 (3) 印刷製本請負の場合（最低制限価格制度） 

印刷製本請負のうち予定価格が１３０万円を超えるものについて，競争入札に付す場

合，案件ごとに「最低制限価格」を定め，その価格を下回った者は失格とし，最低制限
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価格以上，予定価格の制限の範囲内で最低の価格を入札した者が落札者または，落札候

補者となります。 

なお，この「最低制限価格制度」を適用させて，最低価格者を落札者としない場合に

ついては，公告又は指名通知書において，その適用があることを明記します。 

 

16．落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合の落札者の決定 

落札となるべき同価格の入札をした者が，２者以上あるときは，来庁による指名競争入

札の場合は速やかに，くじ引きを行い，落札者を決定します。 

一般競争入札の場合は，後日当該入札者によるくじ引きで入札参加資格審査の順位を決

定します。その後，審査順位が第１位の者から入札参加資格審査（事後審査）を実施し，

参加要件を満たしている場合は，落札者に決定します。満たしていない場合は，次順位者

の資格を審査し，落札者が決定するまで繰り返し行うものとします。 

なお，くじ引きを辞退することはできません。もし，くじを引かないものがある場合に

おいては，入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者または入札参加資格審査順

位を決定します。  

 

17．異議の申立て 

 入札を行った者は，入札後，この心得，宇都宮市上下水道局契約事務取扱規程，仕様書

等の内容の不明を理由として異議を申し立てることはできません。  

 

18．入札結果 

入札結果は，原則として落札決定の翌日から企業総務課において入札経過調書の閲覧に

より公表します。 

また，電子入札及び郵便入札で実施した入札については，後日局ホームページ等でも入

札結果の概要を公表します。 

 

19．落札決定後の契約辞退 

 落札決定後，落札者は，契約締結を辞退することはできません。ただし，やむを得ぬ事

情があるときに限り辞退を認めることとしますが，その場合には，宇都宮市入札参加停止

基準に基づく入札参加停止措置の対象となります。 
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20．契約書の提出 

(1) 落札者は，落札の決定を受けたときは，落札決定した日から７日以内（宇都宮局の休

日を定める条例に規定する休日を含む。）に契約書及び指定された添付書類を企業総務

課に提出してください。 

(2) 落札者が，前項の期限内に契約書を提出しないときは，その落札は効力を失います。 

  なお，落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には入札参加停止措置の対象に

なることがあります。 

 

21．談合情報に対する対応 

入札に関し，入札執行前に談合情報が寄せられた場合，当初の予定どおり入札を執行し，

その結果，情報どおりの業者が最低価格者となった場合には，落札を保留し，当該入札参

加者を対象に事情聴取を行います。調査の結果，談合の事実が確認されれば，当該入札を

無効とします。また，談合の事実が確認されなくても，当該入札を無効とすることがあり

ます。 

なお，談合等（競売入札妨害や独占禁止法違反行為）が判明した場合には，入札参加停

止の措置や損害賠償金を請求することがあります。 

 

22．暴力団員等から不当な介入を受けた場合の通報報告義務 

  契約の履行に当たり，供給者等が暴力団員等から不当な介入を受けた場合は，断固とし

てこれを拒否するとともに，不当介入があった時点で必ず速やかに警察署に通報し，捜査

上必要な協力を行い，局の発注担当課に報告を行わなければなりません。 

  なお，供給者等が暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず，局への報告や警察へ

の通報を怠った場合には，入札参加停止措置の対象となります。 

 

23．見積競争への準用 

 見積競争を行うにあたっての手続きについては，この心得の規定を準用します。 

 

24．その他 

  電子入札及び郵便入札による制限付き一般競争入札の取扱については，公告やそれぞれ

の共通事項等が優先される場合があります。 
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 指名業者数の基準（物品購入等） 
 

                   平成２９年４月１日現在 
 

発 注 標 準 金 額                           業 者 数         
 

１０万円超 ５０万円以下 ４者 

５０万円超 １００万円以下 ６者 

１００万円超 ５００万円以下 ８者 

５００万円超 １０者 

 

表－１ 



 

 

 

 
 
 

入札契約制度について 

 
 
１ 制限付き一般競争入札の導入 

 

透明性，競争性及び公平性の一層の向上を図るため，平成２４年４月から予定価格が１３０万円を超

える印刷製本請負契約及び予定価格が８０万円を超える物品購入契約に事後審査型制限付き一般競争入

札を全業種に導入し，平成２７年９月から原則，下記の業種を電子入札システムにより入札を行ってい

ます。 
 

1010 印刷 2050 保安・消防・防災用品 4010 徽章・トロフィー 6020 飼料
1020 青写真 2510 計測機・理化学機器 4020 美術品 6510 燃料
1030 封筒 2520 時計 4510 看板・表示板 7510 砂・石・セメント

1510 日用雑貨 2530 ミシン 5010 医療機器・福祉用具 7520 鉄鋼品
1520 被服・靴・カバン 3010 事務機器・ＯＡ機器・家具 5020 医療用材料・薬品 7530 舗装材
1530 タオル・寝具・インテリア 3020 事務用品 5030 工業用薬品 7540 一般資材
2010 家電・視聴覚・通信機器 3030 カード・カバー 5510 販売 7550 上・下水道資材
2020 電気機械・工具・部品類 3510 教育用品・啓発用品 5520 修理 7560 建具・畳・ガラス

2030 厨房機器 3520 運動用品・遊具 5530 部品 8030 葬祭用品
2040 暖房用器具 3530 楽器・ＣＤ 6010 園芸用品

対象業種

 
 
 
２ 印刷製本請負契約への最低制限価格制度適用 

 

行過ぎた低価格での入札の防止を図るため，平成２１年４月から制限付き一般競争入札により執行

する印刷製本請負契約に最低制限価格制度を導入しています。 

 

消費税及び地方消費税を除く予定価格の７５％（円未満切捨て。但し単価契約のも

のはこの限りではない。）で最低制限価格を設定し，これを下回る入札は失格とする

最低制限価格制度を導入 

 

 

３ 一般競争見積(オープンカウンター方式)の導入 

 

透明性，競争性及び公平性の一層の向上を図るため，平成２３年４月から一般競争見積（オープンカ

ウンター方式）を導入しています。 
 
※オープンカウンター方式（一般競争見積） 
予定価格が一定額（10 万円超え 80 万円以下，製造請負は 10 万円超え 130 万円以下）の物品購入等につい

て，見積りを依頼する相手方をあらかじめ特定せず，見積案件（仕様）を公開し，参加を希望する方からの

見積書提出により供給者を決定する方法 
 

1510 日用雑貨 2020 電気機械・工具・部品類 3010 事務機器・ＯＡ機器・家具 6510 燃料
1520 被服・靴・カバン 2050 保安・消防・防災用品 3510 教育用品・啓発用品

2010 家電・視聴覚・通信機器 2510 計測機・理化学機器 5030 工業用薬品

対象業種

資料－１ 
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郵便入札での注意事項について 

 

１. 入札書等の郵送にあたって 

入札書（郵便入札専用）及び封筒（郵便入札専用）の記載方法と提出方法は次のとおり

です。郵送する前に誤りがないか十分確認してください。 

(1) 入札書には，物件名・金額・入札日・会社の住所・商号又は名称・代表者氏名を記入

し，代表者印を押印してください。 

(2) 入札書の日付は，指名通知又は公告の「開札日」を記入してください。到着期限日と

は異なりますのでご注意ください。 

(3) 郵便入札に使用する封筒は，指名通知又は参加申請時に専用のものを交付します。他

の封筒は使用できませんので，き損や誤記入の場合は企業総務課に相談してください。 

(4) 入札書は，１件ごとに封筒に入れ封緘してください。 

(5) 封筒には，入札番号･入札日・物件名（件名）・会社の住所・商号又は名称・代表者氏

名・電話番号・ファックス番号を記入してください。 

(6) 入札書は「一般書留」，「簡易書留」のいずれかで提出してください。これら以外の場

合には無効入札となります。 

なお，入札書は日本郵便株式会社（宇都宮中央郵便局留）とし，企業総務課への直接

持参は認めませんのでご注意ください。 

(7) 郵送に係る費用については，入札の結果にかかわらず，入札参加者の負担となります。 

(8) 郵便局から交付される「差出人控え」は，入札終了まで保管してください。 

 

２. 提出期限について 

郵送による到着期限日は原則として開札日の前日です。指名通知や公告で確認してくだ

さい。入札書が指定された期日までに，日本郵便株式会社（宇都宮中央郵便局留）に到着

しない場合は，失格となります。 

 

３. 入札書の引換え等の禁止 

一度提出した入札書の引換え，撤回はできません。 

資料－２ 
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４. 無効となる入札について 

次のいずれかに該当する場合は無効になりますのでご注意ください。 

(1) 一つの封筒に２枚以上の入札書をいれた入札 

(2) 一般書留郵便，簡易書留郵便以外で郵送された入札 

(3) 指定の入札書を使用しない入札 

(4) 指定された封筒以外の封筒を使用した入札 

(5) 入札書以外のものを同封した入札 

(6) 入札書に記載された案件名が不明瞭で判読できない入札 

(7) 封筒に記載された案件名と入札書の案件名が異なる入札 

(8) 入札書の金額を訂正した入札  

(9) 代表者の記名押印がない入札 

(10) 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき 

(11) 明らかに談合によると認められる入札又は談合の疑いが払拭出来ない入札 

(12) その他，入札に関する条件に違反したとき 

 

５. 入札の辞退について 

入札を辞退することはできます。ただし，郵便入札用の辞退届を到着期限日までに企業

総務課に持参するか，到着期限日までに届くように，指定の封筒で，入札書と同様に郵送

してください。 

 

６. 開札について 

開札は，公告で指定した開札日時・場所において，立会人の立会いのもとで行います。 

 

７. 立会人について 

(1) 開札にあたって，その日の郵便入札参加者の中から抽選で選定した１人に立会人と

して立会っていただきます。立会人には開札の前日に電話で連絡するとともに，立会

人選定通知書を送付（ファックス）します。 

(2) 立会人として選定された方は，特別の事由により認められたもの以外は，開札の立

会に協力していただきます。 
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(3) 立会人には，連続する複数の入札の立会人を兼務していただく場合がありますので

ご承知おきください。（当該入札を含む約１０件までとし，１時間程度立会っていただ

きます。） 

(4) (3)により兼務となった入札の参加者からは，立会人は選定しません。 

(5) 代理人が立会う場合は，委任状をお持ちください。 

 

８. 開札の結果，最低価格者が２者以上になった場合 

  最低価格者が２者以上になった場合には，当該入札者に連絡を取り，別に指定する日時

及び場所において，くじにより入札参加資格の審査順位を決定するものとします。 

  審査順位が第１位の者の入札参加資格審査（事後審査）を実施し，参加資格を満たして

いる場合は，落札者に決定します。満たしていない場合は，次順位者の資格を審査し，落

札者が決定するまで繰り返し行うものとします。 

なお，当該入札者のうち，くじを引かない者があるときは，これに代えて当該入札に関

係のない職員がくじを引くものとします。 

 

９. 入札の結果について 

(1) 落札者や落札候補者には，開札終了後速やかに電話でお知らせします。 

(2) 入札結果は，原則落札決定の翌日に企業総務課で公表します。また，局のホームペ

ージ等にも掲載します。 
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（様式第３号） 

 

入 札 書 

 

入 札 金 額 

百

億 

十 

億 
億 

千

万 

百

万 

十

万 
万 千 百 十 円 

   ￥ ２ ３ ４ ５ ０ ０ ０

 

 

 

ただし，   ○ ○ ○ ○                 供給代金 

 

 

上記金額で供給したいので，関係書類熟覧のうえ，宇都宮市上下水道局事務取扱規程を守り， 

 

 

入札いたします。 

 

 

  平成○○年○○月○○日 

 

 

 （あて先）宇都宮市上下水道事業管理者  

 

 

 

住 所       ○○県○○市○○丁目○番○号 

 

商号又は名称    株式会社 △ △ △ △ 

 

代 表 者 氏 名    代表取締役 □ □ □ □    ◯印  
 

 

 

 

 

 

郵便入札用 

記載例－１ 郵便入札用入札書（総価用） 

金額の訂正， 

なで書きは不可 

  頭に￥マークを記入  

公告のとおりに記入すること

当該案件の入札（開札）日を記入すること 

代表者又は年間委任者名を記入 

代表者又は年間委任者印を忘れずに。 

使用印鑑を届け出ている場合はその

印鑑を押印すること 

浸透印（朱肉が不要な印）は不可 
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（様式第３号） 

 

入 札 書 

 

入 札 金 額 

百

億 

十 

億 
億 

千

万 

百

万 

十

万 
万 千 百 十 円 

 

       
 

￥ 
 

１ 
５０

１

 

 

 

ただし，   ○ ○ ○ ○                 供給代金 

 

 

上記金額で供給したいので，関係書類熟覧のうえ，宇都宮市上下水道局事務取扱規程を守り， 

 

 

  入札いたします。 

 

 

  平成○○年○○月○○日 

 

 

 （あて先）宇都宮市上下水道事業管理者  

 

 

 

住 所       ○○県○○市○○丁目○番○号 

 

商号又は名称    株式会社 △ △ △ △ 

 

代 表 者 氏 名    代表取締役 □ □ □ □    ◯印  
 

 

 

 

 

郵便入札用 

記載例－２ 郵便入札用入札書（単価契約用） 

金額の訂正， 

なで書きは不可 

  頭に￥マークを記入 

公告のとおりに記入すること

当該案件の入札（開札）日を記入すること 

代表者又は年間委任者名を記入 

代表者又は年間委任者印を忘れずに。 

使用印鑑を届け出ている場合はその

印鑑を押印すること 

浸透印（朱肉が不要な印）は不可 

円未満の金額について

は，円の桁右上に小さく

記入してください。 

＜記入例＞ 

十 円 

 

１ 
５０

１ 

 

必ず，単位あたりの単価を記入してください。
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   表面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 郵送方法は，郵便局の窓口で「一般書留」，「簡易書留」のいずれかの手続きをし，開札が終わるまで 
「差出人控え」を大切に保管してください。 

 
 
 

０ 

２ 

３ 

９ 

９ 

７ 
８ 

 

   日本郵便株式会社 
  宇都宮中央郵便局留 
 

 宇都宮市上下水道局 企業総務課 行 
入 札 
番 号 

 
入札日 平成   年   月   日 

 

件 名   
 
 

封筒の記入にあたっての注意点 

公告の「入札番号」を記入 

公告の「案件名」を記入 

入札書在中

物
品

公告の「開札日」を

記入 
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 裏面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     差 出 人 
     
       住            所                     

     商 号 又 は 名 称                       

     代 表 者 氏 名                     

 電 話 番 号               

         フ ァ ッ ク ス 番 号               

 
 ☆ この封筒には，入札書だけを入れてください。 

必ず記入して

ください。 
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入札書・委任状 

記載例 

資料－３ 

来庁方式による競争入札の場合 
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                    入 札 書 

 

入 札 金 額 

百

億 

十 

億 
億 

千

万 

百

万 

十

万 
万 千 百 十 円 

   

￥ ７ １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

 

 

ただし，                          供給代金 

 

上記金額で供給したいので，関係書類熟覧のうえ，宇都宮市上下水道局事務取扱

規程を守り， 

 

入札いたします。 

   

         

  平成○○年○○月○○日 

 

 

（あて先）宇都宮市上下水道事業管理者                  

 

 

住    所  ○○県○○市○○丁目○番○号 

 

商号又は名称 株式会社 △ △ △ △ 

 

代表者氏名  代表取締役 □ □ □ □                 

 

上 記 代 理 人 △ △ △ △   

               

 

印 

○ ○ ○ ○〔指名通知書と同じ件名〕 

金額の訂正， 

なで書きは不可 

  頭に￥マークを記入  

委任状と同じ印 
浸透印（朱肉が不要な

印）は不可 

記載例 

印 
委任状提出無し⇒代表者の印 

委任状提出有り⇒受任者(上記代理人)の印 

印 

代表者印 
浸透印（朱肉が不要な

印）は不可 



  

 

 

委 任 状 
 

 
 

       平成○○年○○月○○日 
 
 

（あて先）宇都宮市上下水道事業管理者 
 
 

住    所 ○○県○○市○○丁目○番○号 
 
商号又は名称 株式会社 △ △ △ △ 
 

            代 表 者 氏 名 代表取締役 □ □ □ □ 
 
 
１ 工事又は物件名   ○ ○ ○ ○ 〔指名通知書と同じ件名〕 

 
２ 工事又は納入場所  ○○○課 
 
 
 
 私は，住所 ○○○○○○○○○○ 氏名 △△△△   を代理人と定め， 
 
上記の件に関する入札(見積)の一切の権限を委任します。 
 
 

 

 
  

受任者 
 

使用印 

 

記載例 

印 

代表者 

 印 

受任者

印 

氏名は記入せず押印だけ 
入札書にも同じものを押印 
浸透印（朱肉が不要な印）は不可 
 

代理人本人の現住所を記入すること 
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21 

代表者印 
浸透印（朱肉が不要な

印）は不可 



  

 

 

                    入 札 書 

 

入 札 金 額 

百

億 

十 

億 
億 

千

万 

百

万 

十

万 
万 千 百 十 円 

   
        

 

 

 

ただし，                          供給代金 

 

上記金額で供給したいので，関係書類熟覧のうえ，宇都宮市上下水道局事務取扱

規程を守り， 

 

入札いたします。 

           

  平成○○年○○月○○日 

 

（あて先）宇都宮市上下水道事業管理者                  

 

 

住    所  ○○県○○市○○丁目○番○号 

 

商号又は名称 株式会社 △ △ △ △ 

 

代表者氏名  代表取締役 □ □ □ □                 

 

 

上 記 代 理 人 △ △ △ △                 

 

印 

印 

○ ○ ○ ○〔指名通知書と同じ件名〕 

頭金の訂正， 

なで書きは不可 

必ず，単位あたりの単価を記入して下さい。 

円未満の金額につい
ては，円の桁右上に
小さく記入してくださ
い。 
＜例＞ 

十 円

\ 
23

１ 

記載例（単価契約） 

印 
委任状提出無し⇒代表者の印 

委任状提出有り⇒受任者(上記代理人)の印 
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契約書記載例 

資料－４ 
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物品供給契約書 
 

１ 物 品 名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

２ 仕   様 
 

  品            名   規   格  数  量  単位  単  価   金      額 

○ ○ ○ ○ ○ ○    上下 １００ 着 １０，０００ １，０００，０００ 

      

      

消費税及び地方消費税の額        ８０，０００ 

計 

    

１，０８０，０００ 

（ 備 考 ） 

 

３ 納 入 場 所  宇都宮市上下水道局 ○○課 

４ 納     期  平成○○年○○月○○日 

５ 契 約 金 額  金  １，０８０，０００ 円 

     （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額    金   ８０，０００円） 

６ 契 約 保 証 金  金       円   免 除（宇都宮市契約規則第３５条該当） 

 

  上記の物品の納入について、発注者と供給者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次

の条項によって公正な物品供給契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

  この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 
 

平成○○年○○月○○日 

 
     発 注 者     住 所  宇都宮市河原町１番４１号 

宇都宮市 

氏 名  宇都宮市上下水道事業管理者 桜 井 鉄 也   印 

     供 給 者     住 所  宇都宮市○○町○丁目○番○号 

 

               氏 名  ㈱ □ □ □ □ □      

代表取締役  △△ △△            印

代表者

印 
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物品供給単価契約書 
 

 
１ 物 品 名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

２ 仕   様 
 

  品            名 規      格 単 位 単  価 

○ ○ ○ ○ ○ ○    ＪＩＳ１号 ローリー ㎘ ６２．５ 

    

     

 
この契約単価には消費税及び地方消費税の額が含まれていないので、発注数量が確定したときの金額 

 に８％を上乗せしたものを支払うものとする。 

 

 （ 備考 ） 

 

３ 納 入 場 所  宇都宮市上下水道局 ○○課 

４ 納     期  宇都宮市上下水道局指定日 

５ 契 約 期 間  平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで 

６ 契 約 金 額（単価）  金  ６２．５ 円 

７ 契 約 保 証 金  金       円   免 除（宇都宮市契約規則第３５条該当） 

 

  上記の物品の納入について、発注者と供給者は、各々の対等な立場における合意に基づいて

、次の条項によって公正な物品供給単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも

のとする。 

  この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 

平成○○年○○月○○日 
 
                                 

発 注 者     住 所  宇都宮市河原町１番４１号 

宇都宮市 

氏 名   宇都宮市上下水道事業管理者 桜 井 鉄 也 印 

 
 
     供 給 者     住 所  宇都宮市○○町○丁目○番○号 

 

               氏 名   ㈱ □ □ □ □ □      

代表取締役  △△ △△             印

 

代表者

印 
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印刷製本請負契約書 
 
 

１ 印刷物等の名称 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

２ 仕     様 
 

名       称   規   格  数  量  単位  単  価   金      額 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Ａ４版 
４５０頁 

６００ 部 2,500 １，５００，０００ 

      

      

消費税及び地方消費税の額 
    

    １２０，０００

計 

    

１，６２０，０００ 

（ 備 考 ） 

 

３ 納 入 場 所  宇都宮市上下水道局 ○○課 

４ 納 入 期 限  平成○○年○○月○○日 

５ 請 負 金 額  金  １，６２０，０００ 円 

     （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額    金   １２０，０００ 円） 

６ 契 約 保 証 金  金       円   免 除 （宇都宮市契約規則第３５条該当） 

 

  上記の印刷製本請負について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づい

て、次の条項によって公正な印刷製本請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する

ものとする。 

  この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 

平成○○年○○月○○日 
 
                                 

発 注 者     住 所  宇都宮市河原町１番４１号  

宇都宮市 

氏 名  宇都宮市上下水道事業管理者 桜 井 鉄 也 印 
 
     請 負 者     住 所  宇都宮市○○町○丁目○番○号 

 

               氏 名   ㈱ □ □ □ □ □      

代表取締役  △△ △△         印 

代表者

印 収 入 

 

印 紙 

代表者

印 
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印刷製本請負単価契約書 
 
 

 

１ 印刷物等の名称 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

２ 仕     様 
 

名        称 規    格 単 位 単    価 

○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ４判，本文４０ページ 部 ２５．４ 

    

    

    

  
  この請負単価には消費税及び地方消費税の額が含まれていないので、発注数量が確定したときの金額 
 に８％を上乗せしたものを支払うものとする。 
 

（ 備 考 ） 

３ 納 入 場 所  宇都宮市上下水道局○○課 

４ 納 入 期 限  宇都宮市上下水道局指定日  

５ 請 負 金 額（単 価） 金  ２５．４ 円 

６ 契 約 期 間  平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで 

７ 契 約 保 証 金  金       円   免 除（宇都宮市契約規則第３５条該当） 

 

  上記の印刷製本請負について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づい

て、次の条項によって公正な印刷製本請負単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行

するものとする。 

  この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 

平成○○年○○月○○日  
                                 

 

発 注 者     住 所  宇都宮市河原町１番４１号 

宇都宮市 

氏 名  宇都宮市上下水道事業管理者 桜 井 鉄 也 印 

 

     請 負 者     住 所  宇都宮市○○町○丁目○番○号 

 

               氏 名    ㈱ □ □ □ □ □      

 

代表取締役  △△ △△        印 

代表者

印 
収 入 

 

印 紙 

代表者

印 
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